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商標審査便覧の改訂により、商標法３条１項柱書きの適用が変更されたと聞きました。どの
ような場合に、出願商標の使用または商標の使用意思の確認のための拒絶理由（３条１項柱
書き）が通知されるのか教えてください。
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１．商標審査便覧の改訂

本年４月２日以降に審査・審

理を行う出願について、改訂後の新た

な審査便覧が適用されることになりま

した。

新たな審査便覧では、３条１項柱書

き（商標の使用または使用意思の確認）

に関する審査実務が大きく変更された

ため、注目を集めています。

【改訂のポイント（３条１項柱書き）】

① 類似群コード（以下、類似群）の

カウント方法について、１区分内にお

ける指定商品・役務に付与されている

類似群数を単純にカウントする。例え

ば、審査便覧改訂前に１個としてカウ

ントを行っていた複数類似群が付与さ

れている商品・役務についても、１個

ではなく、付与されている数をカウン

トする。

② １区分内における類似群の上限数

は、22とする。

③ 小売等役務に係る取り扱いについ

ては変更しない。

④ 商標の使用意思を明記した文書も

援用できる。ただし、出願後３～４年

以内に商標の使用または商標の使用意

思があることに合理的な疑義がある場

合は、あらためて確認を行う。

２．具体例

例えば商標出願が下記のケースに該

当すると、３条１項柱書きの拒絶理由

が通知されます。

（１） 小売等役務について

① 総合小売等役務に該当する役務を

個人（自然人）が指定した場合。

② 総合小売等役務に該当する役務を法

人が指定した場合であって、「自己の業

務に係る商品又は役務について使用」

するものであるか否かについて職権で

調査しても、出願人が総合小売等役務

を行っているとは認められない場合。

③ 類似の関係にない複数の小売等役

務を指定した場合。

※ １区分内の類似群のカウントの合計

が２になるため、拒絶理由が通知さ

れる。

（２）  小売等役務以外の商品・役務の

全般について

① １区分内での商品・役務の指定が

広い範囲に及んでいる場合。具体的に

は、原則として、１区分内において、

23以上の類似群にわたる商品・役務

を指定している場合には、指定が広い

範囲に及んでいるため、指定商品・役

務について商標の使用または使用意思

があることに疑義があるものとして、

その確認を行う。

※ １区分内の類似群のカウントの合計

が23となるため、拒絶理由が通知

される。

３．改訂のメリット

小売等役務以外の商品・役務につい

て、従来は３条１項柱書きの拒絶理由

を回避するため、１区分内の指定商品

の類似群のカウントを原則７以下に抑

える必要がありましたが、本改訂によ

りこれが22まで拡充されたため、多

くの商品等を指定して出願しやすくな

りました。

また、商標の使用意思を明記した文

書も援用できるようになった点を考慮

すると、ユーザーにとって有利な改訂

といえるでしょう。


